
よしの訪問看護ステーション 

よしの訪問看護ステーションの各種法令による指定状況 
(令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇現在) 

 

 １.事業者の概要 

法⼈名 : 医療法⼈明輝会 
所在地 : 〒892−0877 ⿅児島市吉野三丁⽬ 2 番 5 号 
T E L : 099-243-9929 / FAX : 099-213-9447 

代表者 : 理事⻑ 川上秀⼀ 
設⽴年⽉⽇ : 平成 9 年 3 ⽉ 4 ⽇ 

 ２.事業所の概要 

名 称 : よしの訪問看護ステーション 
所在地 : 〒892−0877 ⿅児島市吉野⼆丁⽬ 17 番 15 号 
T E L : 099-244-5525 / FAX : 099-294-5168 

管理者 : 尾堂 将志 
事業所番号 : 4660190176(平成 9 年 11 ⽉ 28 ⽇指定)  

 

【各種法令による指定状況】 

・⽣活保護法に基づく指定医療機関の指定 令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

・障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に規定
する指定⾃⽴⽀援医療機関(育成・更⽣医療の指定について) 令和元年 12 ⽉ 1 ⽇ 

・指定⾃⽴⽀援医療機関(精神通院医療)の指定 令和 3 年 9 ⽉ 1 ⽇ 

・児童福祉法第 19 条の 10 第 1 項の規定による指定⼩児慢性特定疾病医
療機関の指定 令和 3 年 1 ⽉ 1 ⽇ 

・難病の患者に対する医療等に関する法律第 15 条第 1 項の規定による
指定医療機関 令和 3 年 1 ⽉ 1 ⽇ 
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 ３.地⽅厚⽣局等へ届出た施設基準 

 

1 精神科訪問看護基本療養費 6 専⾨管理加算 

2 24 時間対応体制加算イ 7 訪問看護医療 DX 情報活⽤加算 

3 特別管理加算 8 訪問看護管理療養費 1 

4 訪問看護基本療養費の注 2 及び注 4 に
規定する専⾨の研修を受けた看護師 9 訪問看護ベースアップ評価料(1) 

5 機能強化型訪問看護管理療養費 1   

 

 4.施設基準や算定要件における掲⽰内容 

■ 訪問看護医療 DX 情報活⽤加算 
当ステーションは地⽅厚⽣局⻑等に届出を⾏い、健康保険法第 3 条第 13 項の規定による

電⼦資格確認により、看護師等が訪問看護の実施に関する計画的な管理を⾏なった場合、訪
問看護医療 DX 情報活⽤加算として、⽉に 1 回に限り、50 円を所定額に加算します。 

当該加算に関する施設基準は、以下の通りです。 
 
(１)電⼦情報処理組織の使⽤による請求(オンライン請求)を⾏なっていること。 
(２)電⼦資格確認(オンライン資格確認)を⾏う体制を有していること。 
(３)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の⾼い訪問看護を実施するための⼗分な情報
を取得し、及び活⽤することでより質の⾼いサービスを提供します。 

①看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報
を活⽤して訪問看護等を実施いたします。 
②マイナ保険証の利⽤を促進する等、医療 DX を通じた質の⾼い医療の提供を実施いた

します。 
(４)上記の掲⽰事項について、ステーション内・ウェブサイトに掲載します。 
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